
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

（

県

例

規

集

登

載

）

【

教

育

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

岡

山

県

立

中

学

校

、

高

等

学

校

及

び

中

等

教

育

教

育

委

員

会

目

次

学

校

の

通

学

区

域

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

【

規

則

】

○

岡

山

県

青

少

年

健

全

育

成

条

例

施

行

規

則

の

一

子

ど

も

家

庭

課

○

岡

山

県

立

高

等

学

校

転

入

学

に

関

す

る

規

程

の

〃

部

改

正

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

立

中

学

校

、

高

等

学

校

及

び

中

等

教

育

〃

学

校

の

通

学

区

域

に

関

す

る

規

則

実

施

細

則

の

一

【

告

示

】

○

岡

山

県

青

少

年

健

全

育

成

条

例

に

規

定

す

る

有

〃

部

改

正

害

な

写

真

並

び

に

推

奨

、

指

定

及

び

規

制

に

関

す

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

る

基

準

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

立

中

学

校

、

高

等

学

校

及

び

中

等

教

育

〃

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

学

校

の

通

学

区

域

に

関

す

る

規

則

実

施

細

則

の

一

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

部

改

正

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

告

】

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

岡

山

県

公

報

令和５年８月１０日 第１２５２２号



◎
岡
山
県
規
則
第
六
十
五
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

第
二
条
第
二
号
ロ
中
「
強
制
性
交
等
」
を
「
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
一
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
規
定
す
る
有
害
な
写
真
並
び
に
推
奨
、
指
定
及
び
規
制
に
関
す
る

基
準
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

第
二
の
三
の
ア
中
「
強
制
性
交
等
」
を
「
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

備
前
市
三
石
字
コ
川
林
三
一
二
四
、
三
一
二
五
の
一
、
字
尾
山
小
池
三
一
二
六
、
三
一
三
〇
、
字

長
山
小
池
三
一
二
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
コ
川
林
三
一
二
五
の
一
・
字
尾
山
小
池
三
一
二
六
・
三
一
三
〇
・
字
長
山
小
池
三
一
二
九

（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
備

「

前
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
山
手
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

総
社
市 

施
行
者
の 

名

称 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

画
下
水
道
事
業 

山
手
公
共
下
水
道 

事
業
の
種
類
及
び
名
称 

昭
和
五
十
七
年
三
月
三
日

か
ら 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 事 

業 

施 

行 

期 

間 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

事 
 

業 
 

地 

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



〔
三
九
九
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

倉

敷

市 

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称 

令
和
二
年
四
月 

 
 

 
 

～ 

令
和
四
年
二
月 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

倉
敷
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

成
果
の
名
称 

老

松

町

二

丁
目
の
一
部

・
老
松
町
三

丁
目
の
一
部

及
び
老
松
町

四
丁
目
の
一

部 調
査
を
行
っ

た 

地 

域 

令
和
五
年
八
月
二
日 

認 

証 

年 

月 

日 

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



〔
四
〇
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
三
ノ
割
二
四
八
―
一
、
二
四
八
―
三
、
二
四
八
―
四
、
二
四
八
―
五
、
二

四
八
―
六
、
二
四
八
―
七
、
二
四
八
―
八
、
二
四
八
―
九
、
二
四
八
―
一
〇 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
六
―
一
〇 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社
岡
山
支
社 

支
社
長 

出
宮
直
世
志 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
一
一
号 

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



〔
四
〇
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
三
ノ
割
二
四
八
―
一
、
二
四
八
―
三
、
二
四
八
―
四
、
二
四
八
―
五
、
二

四
八
―
六
、
二
四
八
―
七
、
二
四
八
―
八
、
二
四
八
―
九
、
二
四
八
―
一
〇 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
六
―
一
〇 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社
岡
山
支
社 

支
社
長 

出
宮
直
世
志 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
一
一
号 

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
一
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
病
院
の
項
中
「
岡
山
赤
十
字
病
院
玉
野
分
院
」
を
「
岡
山
赤
十
字
玉
野
病
院
」
に
改
め
る
。 

令和５年８月１０日　岡山県公報　第１２５２２号



。
）

◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

岡
山
県
立
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
八
月
十
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岡
山
県
立
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
岡

山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
高
等
学
校
の
校
長
」
を
「
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校
の
校
長
」
に

「
の

、

百
分
の
五
」
を
「
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
定
め
る
率
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

別
表
倉
敷
学
区
の
項
中

を
「
岡
山
県
立
総
社
高
等
学
校
」
に
改
め
、

「
岡
山
県
立
総
社
高
等
学
校

岡
山
県
立
矢
掛
高
等
学
校
」

「
校
地
を
除
く

）
。

同
表
美
作
学
区
の
項
中

岡
山
県
立
真
庭
高
等
学
校

を
「
校
地
を
除
く

」
に
改
め
、
同
表
西
備
学

岡
山
県
立
林
野
高
等
学
校
」

区
の
項
中

を
「
岡
山
県
立
井
原
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
備
北
学
区

「
岡
山
県
立
井
原
高
等
学
校

岡
山
県
立
矢
掛
高
等
学
校
」

「
岡
山
県
立
高
梁
高
等
学
校

の
項
中

岡
山
県
立
新
見
高
等
学
校

を
「
―
」
に
改
め
、
同
表
東
備
学
区
の
項
中

岡
山
県
立
真
庭
高
等
学
校
」

「
岡
山
県
立
瀬
戸
高
等
学
校

岡
山
県
立
邑
久
高
等
学
校

を
「
岡
山
県
立
瀬
戸
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
と

岡
山
県
立
和
気
閑
谷
高
等
学
校
」

し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二

高

等

学

校

特
例
に
よ
る
入
学
許
可
率

岡
山
県
立
岡
山
朝
日
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
岡
山
操
山
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
岡
山
芳
泉
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
岡
山
一
宮
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
西
大
寺
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
瀬
戸
高
等
学
校

百
分
の
二
十

岡
山
県
立
倉
敷
青
陵
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
倉
敷
天
城
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
倉
敷
南
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
倉
敷
古
城
池
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
玉
島
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
津
山
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
玉
野
高
等
学
校

百
分
の
十
五

岡
山
県
立
笠
岡
高
等
学
校

百
分
の
十
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岡
山
県
立
井
原
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
総
社
高
等
学
校

百
分
の
五

岡
山
県
立
勝
山
高
等
学
校
（
蒜
山
校
地
を
除
く

）

百
分
の
五

。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
の
前
日
に
岡
山
県
立
高
等
学
校
（
以
下

。

「
高
等
学
校
」
と
い
う

）
に
在
学
し
て
い
る
者
で
施
行
日
以
後
引
き
続
き
そ
の
高
等
学
校
に
在
学

。

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
以
後
に
お
い
て
高
等
学
校
に
転
学
、
転
科
若
し
く
は
編
入
学
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
転

学
、
転
科
若
し
く
は
編
入
学
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
者
の
属
す
べ
き
又
は
属
す
る
年
次
の
在

学
者
に
適
用
さ
れ
る
規
定
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

岡
山
県
立
高
等
学
校
長

岡
山
県
立
高
等
学
校
転
入
学
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

岡
山
県
立
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
実
施
細
則
（
昭
和

四
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

「

「

等入
別
表

別

様
式
第
二
号
中

を

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
一
号
中
「

」
を
「

入

学
学者

者

」

」

」
に
改
め
る
。

表
第
一

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
立
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
通
学
区
域
に

関
す
る
規
則
実
施
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 ５

％
５
％
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〔
一
一
〕
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
公
布
岡
山
県
立
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
実
施
細
則
の
一
部
改
正
（
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号
）
に
誤
り
が
あ

っ
た
。 

   
三 行 

第
一
号 

誤 

第
十
号 

正 
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